
年金課　☎028-615-7817上記記事に関するお問い合わせは

　基準利率は、退職等年金給付の給付算
定基礎額と当月の付与額の利子の計算に用
いますが、前年度の国債の利回り等を基準
に毎年10月に改定されます。
　また、退職等年金給付の算定に用いる終
身年金現価率及び有期年金現価率も、基準
利率をもとに改定が行われます。

　パソコンからは「年金関連情報⇒年金財政関係⇒
年金払い退職給付（退職等年金給付）⇒地共連の定
款で定める事項（基準利率等）」でご覧いただけます。

令和5年10月～令和6年9月

0.07％（年利）
令和6年10月～令和7年9月

0.26％（年利）

個人で臨時積立をする場合は、預
入限度額の超過の確認が必要とな
るため、毎月18日までに当組合へ
着金するよう振り込んでください。
ATMやネットバンキングで振込む
場合、18日に送金した場合でも、
当日に着金とならない場合があり
ますので、余裕をもって振込むよ
うお願いします。
解約金は、10月30日、11月28
日に送金します。
所属所における提出期限は、共済事
務担当課へお問い合わせください。

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

　貯金残高が預入限度額3,500万円の
98％を超えた方には、預入限度額の
お知らせを配付しますので、払戻し、
積立中断等の手続きをお願いします。
　また、利息繰入後の貯金残高が預
入限度額を超えた場合は、10月15日
（10月2回目の「貯金払戻（解約）請求
書」の当組合提出期限）に払戻しをお
願いします。

預入限度額のお知らせ  10月上旬 
貯金現在残高通知書  10月中旬   を配付します
　共済積立貯金は、9月末日及び3月末日に決算を行い、半年分の利息を元金に組入れます。今回の貯金現在残高通
知書は令和6年9月30日の残高を記載しています。
　貯金現在残高通知書は、再発行しませんので大切に保管してください。

貯金払戻（解約）・臨時積立等
スケジュール
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:「貯金払戻（解約）請求書」共済提出期限 ：払戻送金日

：各申込書共済提出期限 ：臨時積立振込期限

11月10月

退職等年金給付の基準利率基準利率が改定されます

基準利率及び終身・有期年金現価率の詳細は
地方公務員共済組合連合会のホームページ地方公務員共済組合連合会のホームページを

ご確認ください
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